
 

 

千葉市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月３１日 

千葉市長 神 谷 俊 一   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

千葉市規則第２１号 

   千葉市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 千葉市都市公園条例施行規則（昭和３４年千葉市規則第４号）

の一部を次のように改正する。 

  第１４条第２号を次のように改める。 

（２）条例別表第９第１項第２号、第２項第１号及び第２号、第３項

第２号ア、第４項第１号、第５項第１号ア及びイ並びに第２号ア、

第７項第１号、第９項第１号並びに第１０項第１号に定める利用

料金（個人使用によるものを除く。）については、次に掲げる場

合 

ア 障害者が主体となって組織する団体がスポーツ活動のために

使用する場合 

イ 本市立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別

支援学校が当該学校の体育の教科の授業に使用する場合 

ウ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する

社会福祉法人が使用する場合 

エ 体育及びスポーツの振興を図ることを主たる目的とした団体

であって、市長が指定するものが、その主催するスポーツ活動

のために使用する場合 

  第１４条第３号を次のように改める。 

（３）条例別表第９第１項第１号、第３項第１号ア、第１１項第１号、

第１２項第１号、第１３項、第１６項第１号及び第１７項第１号

に定める利用料金（個人使用によるものを除く。）については、

前号アからウまでに掲げる場合 

  第１５条の次に次の１条を加える。 

（届出） 

第１５条の２ 条例第２３条第１号に係る届出は、公園施設設置・公

園施設管理・占用工事完了届（様式第１９号）によるものとする。 

２ 条例第２３条第２号及び第３号に係る届出は、公園施設設置・公

園施設管理・占用廃止届兼公園原状回復届（様式第２０号）による

ものとする。 



 

 

３ 条例第２３条第４号及び第６号に係る届出は、公園受命工事完了

届（様式第２１号）によるものとする。 

４ 条例第２３条第５号に係る届出は、公園構成土地物件に関する権

利変動届（様式第２２号）によるものとする。 

  第１６条中「様式第１９号」を「様式第２３号」に改める。 

  第１８条中「様式第２０号」を「様式第２４号」に改める。 

  第２０条第１項中「様式第２１号」を「様式第２５号」に改める。 

  第２１条第１項中「様式第２２号」を「様式第２６号」に改め、同

条第２項中「様式第２３号」を「様式第２７号」に改める。 

  別表第２泉自然公園の項及び稲毛海浜公園の項を削る。 

  様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

  



 

 

様式第１号 

 

  



 

 

様式第２号 

   

 

  



 

 

様式第１２号から様式第１６号までを次のように改める。 

様式第１２号  



 

 

様式第１３号 

 

 

  



 

 

様式第１４号 

 

  



 

 

様式第１５号  



 

 

様式第１６号 

  



 

 

  様式第２３号を様式第２７号とし、様式第２２号を様式第２６号と

し、様式第２１号を様式第２５号とし、様式第２０号を次のように改

める。 

 様式第２０号 

  



 

 

様式第２０号を様式第２４号とし、様式第１９号を様式第２３号と

し、様式第１８号の次に次の４様式を加える。 

様式第１９号  



 

 

 様式第２０号 

   



 

 

 様式第２１号 

  

  



 

 

様式第２２号 

 

  



 

 

第２条 千葉市都市公園条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  第１４条第２号中「並びに第１０項第１号」を「、第１０項第１号

並びに第１８項第１号」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条中千

葉市都市公園条例施行規則別表第２泉自然公園の項を削る改正規定は

公布の日から、第２条の規定は同月２０日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 


